
定額減税について（個人課税部門・法人課税部門）

定額減税特設サイトの開設をお知らせする「～源泉徴収義務者の皆様へ～国

税庁からのお知らせ」を次のとおり配信・発送しておりますのでご承知おきく

ださい。

２/13（火） e-Taxメッセージボックスへ配信（別添１）

２/14（木） ハガキの発送（別添２）

国税庁では、国税庁ホームページ内に定額減税に関する特設サイトを開設し、

制度周知のパンフレットやＱ＆Ａ等を掲載（掲載情報は随時更新）しておりま

すので、関与先からお問合せがございましたらご指導等をよろしくお願いいた

します。



別添１



別添２




